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規 則

�愛媛県規則第９号
愛媛県予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年愛媛県規則第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（予算の見積り）

第４条 部局の長は、前条の規定による編成方針に基づき、その所

管事務に係る予算について、当初予算にあつては当初予算の見積

りに関する書類（以下「当初予算見積書」という。）

を、補正予算にあつ

ては補正予算の見積りに関する書類（以下「補正予算見積書」と

いう。）

を作成し、これを総務部長に提出しなければ

ならない。

２ 省略

（予算原案等の調製）

第６条 総務部長は、前条第２項の規定による決定があつたとき

は、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号。以下「施行

規則」という。）の定める基準により、予算の原案及び予算に関

する説明書を調製し、知事の決裁を受けなければならない。ただ

し、補正予算の原案及び補正予算に関する説明書の調製は、別記

様式 によるものとする。

（予算の執行計画）

第８条 部局の長は、その所管事務に係る予算の執行計画につい

て、歳入歳出予算執行計画案（以下「執行計画案

」という。）を作成しなければならない。

２ 部局の長は、前項の執行計画案を変更する必要が生じたとき

は、その都度直ちにこれを修正しなければならない。

（歳出予算の配当）

第９条 省略

２ 部局の長は、当初予算及び補正予算成立後直ちに歳出予算配当

（予算の見積り）

第４条 部局の長は、前条の規定による編成方針に基づき、その所

管事務に係る予算について、当初予算にあつては当初予算見積書

（様式第１号）、当初予算見積額一覧表（様式第２号）及び当初

予算見積額の事項説明書（様式第２号の２）を、補正予算にあつ

ては補正予算見積書（様式第３号）、補正予算見積額一覧表（様

式第３号の２）及び補正予算見積額の事項説明書（様式第３号の

３）を作成するとともに、主要施策について主要施策概要説明書

（様式第３号の４）を作成し、これを総務部長に提出しなければ

ならない。

２ 省略

（予算原案等の調製）

第６条 総務部長は、前条第２項の規定による決定があつたとき

は、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号。以下「施行

規則」という。）の定める基準により、予算の原案及び予算に関

する説明書を調製し、知事の決裁を受けなければならない。ただ

し、補正予算の原案及び補正予算に関する説明書の調製は、様式

第４号によるものとする。

（予算の執行計画）

第８条 部局の長は、その所管事務に係る予算の執行計画につい

て、各四半期の始まる日までに（第１・四半期にあつては、当初

予算成立後直ちに）歳入歳出予算執行計画書（様式第５号。以下

「執行計画書」という。）を作成しなければならない。

２ 部局の長は、前項の執行計画書を変更する必要が生じたとき

は、その都度直ちにこれを修正しなければならない。

（歳出予算の配当）

第９条 省略

２ 部局の長は、当初予算及び補正予算成立後直ちに歳出予算配当

県議会告示

○ 愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正………………………………………………………………………（議会事務局）…２３５

公営企業管理規程

○ 愛媛県企業職員の給与に関する規程及び特定任期付企業職員の給与に関する管理規程の一部を改正する管理規程…………（公営企業管理局総務課）…２３５

○ 愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程……………………………………………………………………………（ 〃 ）…２３６

○ 愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程……………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２３７

雑 報

○ 愛媛海区漁業調整委員会指示（２件）……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…２４０

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前
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要求書 を作成し、これを総務部長に提出しなけれ

ばならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでな

い。

３ 総務部長は、前項の規定による配当要求書の提出があつたとき

は、これを審査し、歳出予算配当額を決定し

、当該部局の長に配当するとともに、会

計管理者にその旨を通知しなければならない。

４ 省略

（歳出予算の配当替）

第１１条 省略

２ 省略

３ 部局の長は、前２項の規定により歳出予算の配当替をするとき

は 、会計管理者及び当

該予算を執行させる部局の長に通知しなければならない。

（歳出予算の令達）

第１２条 省略

２ 省略

３ 部局の長は、前項の規定による歳出予算の令達をするときは

、地方機関の長及び関係地方局

の出納室長に通知しなければならない。

（予算の流用）

第１３条 省略

２ 部局の長は、前項の規定による承認があつたとき、及び各節の

間又は第９条第４項の規定により指定された節の説明に係る流用

を行つたときは、 総務部長

及び会計管理者に通知しなければならない。

（予備費の充当）

第１４条 部局の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充

当申請書 を作成し、これを総務部長に提出しなけ

ればならない。

２ 省略

３ 総務部長は、前項の規定による決定があつたときは

、当該部局の長及び会計管理

者に通知しなければならない。

４ 省略

（弾力条項の適用）

第１５条 部局の長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条

第４項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書

を作成し、これを総務部長に提出しなければなら

ない。

２ 省略

３ 部局の長は、第１項の規定により弾力条項を適用した経費の支

出が終了したときは、直ちに弾力条項適用報告書

を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

（継続費の逓次繰越し）

第１８条 部局の長は、継続費の逓次繰越しを必要とするときは、継

続費逓次繰越承認申請書 を作成し、これを当該年

度の３月２５日までに総務部長に提出しなければならない。

２ 省略

（明許繰越し及び事故繰越し）

第１９条 部局の長は、繰越明許費の繰越し、又は事故繰越しを必要

とするときは、それぞれ繰越明許費繰越承認申請書

又は事故繰越し繰越承認申請書 を作成し、当

要求書（様式第６号）を作成し、これを総務部長に提出しなけれ

ばならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでな

い。

３ 総務部長は、前項の規定による配当要求書の提出があつたとき

は、これを審査し、歳出予算配当額を決定し、歳出予算配当通知

書（様式第７号）により、当該部局の長に配当するとともに、会

計管理者にその旨を通知しなければならない。

４ 省略

（歳出予算の配当替）

第１１条 省略

２ 省略

３ 部局の長は、前２項の規定により歳出予算の配当替をするとき

は、予算配当替通知書（様式第８号）により、会計管理者及び当

該予算を執行させる部局の長に通知しなければならない。

（歳出予算の令達）

第１２条 省略

２ 省略

３ 部局の長は、前項の規定による歳出予算の令達をするときは、

予算令達書（様式第９号）により、地方機関の長及び関係地方局

の出納室長に通知しなければならない。

（予算の流用）

第１３条 省略

２ 部局の長は、前項の規定による承認があつたとき、及び各節の

間又は第９条第４項の規定により指定された節の説明に係る流用

を行つたときは、予算流用通知書（様式第１０号）により総務部長

及び会計管理者に通知しなければならない。

（予備費の充当）

第１４条 部局の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充

当申請書（様式第１１号）を作成し、これを総務部長に提出しなけ

ればならない。

２ 省略

３ 総務部長は、前項の規定による決定があつたときは、予備費充

当通知書（様式第１１号の２）により、当該部局の長及び会計管理

者に通知しなければならない。

４ 省略

（弾力条項の適用）

第１５条 部局の長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条

第４項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書

（様式第１２号）を作成し、これを総務部長に提出しなければなら

ない。

２ 省略

３ 部局の長は、第１項の規定により弾力条項を適用した経費の支

出が終了したときは、直ちに弾力条項適用報告書（様式第１３号）

を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

（継続費の逓次繰越し）

第１８条 部局の長は、継続費の逓次繰越しを必要とするときは、継

続費逓次繰越承認申請書（様式第１４号）を作成し、これを当該年

度の３月２５日までに総務部長に提出しなければならない。

２ 省略

（明許繰越し及び事故繰越し）

第１９条 部局の長は、繰越明許費の繰越し、又は事故繰越しを必要

とするときは、それぞれ繰越明許費繰越承認申請書（様式第１５

号）又は事故繰越し繰越承認申請書（様式第１６号）を作成し、当



愛 媛 県 報令和７年３月２８日 第５９６号

２１０

��������������

該年度の３月２５日までに総務部長に提出しなければならない。

２ 省略

（繰越計算書及び精算報告書）

第２０条 省略

２ 省略

３ 部局の長は、前条の規定による繰越しをした経費の支出が終了

したときは、終了後３０日以内に繰越事業精算報告書

を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

第２２条 省略

（電磁的記録による作成）

第２２条の２ この規則の規定により作成することとされている書類

等（書類、計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下同じ。）は、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。）の作成をもつ

て、当該書類等の作成に代えることができる。

（電磁的方法による提出等）

第２２条の３ この規則の規定による書類等の提出及び書類等による

通知は、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法をいう。）をもつて

行うことができる。

様式第１号から様式第３号までを削る。

様式第４号を別記様式とする。

様式第５号から様式第１７号までを削る。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１０号
知事が管理する公文書の公開等に関する規則及び個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事が管理する公文書の公開等に関する規則及び個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則

（知事が管理する公文書の公開等に関する規則の一部改正）

第１条 知事が管理する公文書の公開等に関する規則（平成１０年愛媛県規則第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

該年度の３月２５日までに総務部長に提出しなければならない。

２ 省略

（繰越計算書及び精算報告書）

第２０条 省略

２ 省略

３ 部局の長は、前条の規定による繰越しをした経費の支出が終了

したときは、終了後３０日以内に繰越事業精算報告書（様式第１７

号）を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。

第２２条 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第２条関係） 公文書公開決定通知書

様式第２号（その１）

様式第２号（第２条関係） 公文書公開決定通知書

様式第２号（その１）

省略 省略

費 用
写しの作成に要する費用 円

写しの送付に要する費用 円

費 用
写しの作成に要する費用 円

写しの送付に要する費用 円

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して３箇月以内に、愛媛県知事に

対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告とし

て（愛媛県知事が被告の代表者になります。）提起するこ

とができます。ただし、１の審査請求をした場合には、当
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（個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正）

第２条 個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年愛媛県規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算

して６箇月以内に決定の取消しの訴えを提起することがで

きます。

省略 省略

注 省略

様式第２号（その２） 省略

注 省略

様式第２号（その２） 省略

改 正 後 改 正 前

様式第３号（第２条関係） 保有個人情報開示請求書

（表） 省略

（裏）

様式第３号（第２条関係） 保有個人情報開示請求書

（表） 省略

（裏）

３ 省略

４ 本人確認等

３ 省略

４ 本人確認等

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

省略

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

□健康保険被保険者証（住所

の 記 載 が あ る も の に 限

る。）

省略

�・� 省略 �・� 省略

５ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（開示請求の日

前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付してく

ださい。なお、個人番号カードの写しを提出する場合に

あっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出する場

合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限る。）

にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険の資格

確認書等の写しを提出する場合にあっては保険者番号及

び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

５ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（開示請求の日

前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付してく

ださい。なお、個人番号カードの写しを提出する場合に

あっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出する場

合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限る。）

にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険被保険

者証 の写しを提出する場合にあっては保険者番号及

び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

様式第４号（第２条関係） 保有個人情報開示決定通知書

様式第４号（その１）

（表）

様式第４号（第２条関係） 保有個人情報開示決定通知書

様式第４号（その１）

（表）

省略

１ 開示請求に係る保有個人情報の内容

省略

１ 開示請求に係る保有個人情報の内容

� この決定に不服がある場合は、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、愛媛

県知事に対して審査請求をすることができます。

� この決定の取消しの訴えは、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を

被告として（愛媛県知事が被告の代表者になりま
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す。）提起することができます。ただし、�の審査請

求をした場合には、当該審査請求に対する裁決の送達

を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に決定の取

消しの訴えを提起することができます。

２ 省略 ２ 省略

３ 開示の実施の方法等

� 開示の実施の方法

� 事務所（窓口）における開示を実施することがで

きる日時及び場所

期間：

時間：

場所：

� 写しの作成に要する費用 円

� 写しの送付に要する費用 円

� 写しの送付を希望する場合の準備日数 日

（裏） （裏）

３ 開示の実施の方法等

� 開示の実施の方法

� 事務所（窓口）における開示を実施することがで

きる日時及び場所

期間：

時間：

場所：

� 写しの作成に要する費用 円

� 写しの送付に要する費用 円

� 写しの送付を希望する場合の準備日数 日

４ 省略

注意 省略

４ 省略

注意 省略

様式第４号（その２） 省略

様式第１３号（第２条関係） 保有個人情報訂正請求書

（表） 省略

（裏）

様式第４号（その２） 省略

様式第１３号（第２条関係） 保有個人情報訂正請求書

（表） 省略

（裏）

３ 本人確認等 ３ 本人確認等

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

省略

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

□健康保険被保険者証（住所

の 記 載 が あ る も の に 限

る。）

省略

�・� 省略 �・� 省略

４ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（訂正請求の日

４ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（訂正請求の日
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附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１１号
調理師法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

調理師法施行細則の一部を改正する規則

調理師法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付してく

ださい。なお、個人番号カードの写しを提出する場合に

あっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出する場

合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限る。）

にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険の資格

確認書等の写しを提出する場合にあっては保険者番号及

び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付してく

ださい。なお、個人番号カードの写しを提出する場合に

あっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出する場

合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限る。）

にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険被保険

者証 の写しを提出する場合にあっては保険者番号及

び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

様式第１９号（第２条関係） 保有個人情報利用停止請求書

（表） 省略

（裏）

様式第１９号（第２条関係） 保有個人情報利用停止請求書

（表） 省略

（裏）

３ 本人確認等 ３ 本人確認等

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

省略

� 次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくだ

さい。

請求者本人確認書類 □運転免許証

□健康保険被保険者証（住所

の 記 載 が あ る も の に 限

る。）

省略

�・� 省略 �・� 省略

４ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（利用停止請求

の日前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付し

てください。なお、個人番号カードの写しを提出する場

合にあっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出す

る場合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限

る。）にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険

の資格確認書等の写しを提出する場合にあっては保険者

番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

４ 省略

注意

１ 請求書を送付して請求をする場合にあっては、上記請

求者本人確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求を

する場合にあっては、請求者本人確認書類及び請求資格

確認書類）の写しに加えて住民票の写し（利用停止請求

の日前３０日以内に交付されたものに限る。）等を添付し

てください。なお、個人番号カードの写しを提出する場

合にあっては表面のみを複写し、住民票の写しを提出す

る場合（当該住民票に個人番号の記載があるときに限

る。）にあっては当該個人番号を黒塗りにし、健康保険

被保険者証 の写しを提出する場合にあっては保険者

番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条の２第１項に規定する調理師試験（以下「試験」とい

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条の２第１項に規定する調理師試験（以下「試験」とい
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附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１２号
製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則

製菓衛生師法施行細則（昭和４２年愛媛県規則第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

� 省略

� 省略

様式第１号（第１条関係） 調理師試験受験願書

省略

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規定する者であ

ることを証する書類又は法附則第３項に規定する者であること

を証する書類

� 省略

� 省略

様式第１号（第１条関係） 調理師試験受験願書

省略

省略 １・２ 省略

３ 関係書類

� 省略

� 省略

省略 １・２ 省略

３ 関係書類

� 学校卒業証明書

� 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前

（受験願書等の提出）

第２条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類及

び写真を添えて、知事に提出しなければならない。

� 次のいずれかに該当する旨を証する書類

ア 法第５条第１号の規定による指定を受けた製菓衛生師養成

施設において１年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能

を修得した者

イ 法第５条第２号又は附則第２項に規定する期間菓子製造業

に従事した者

�・� 省略

様式第２号（第７条関係）

製 菓 衛 生 師 免 許 申 請 書

省略

（受験願書等の提出）

第２条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類及

び写真を添えて、知事に提出しなければならない。

� 受験資格証明書（法第５条第１号若しくは第２号又は附則第

２項若しくは第３項に該当する旨を証する書類。）

�・� 省略

様式第２号（第７条関係）

製 菓 衛 生 師 免 許 申 請 書

省略

省略 省略

旧姓又は通称名併

記の希望の有無
無 有

�
��
��

併記を希望する場合は、旧姓

又は通称名を記載すること。

旧姓又は通称名併

記の希望の有無
無 有

�
��
��

併記を希望する場合は、旧姓

又は通称名を記載すること。

麻薬、あへん、大

麻又は覚醒剤の中

毒者に該当するこ

との有無

無 有

添付書類

１ 省略

添付書類

１ 省略

２ 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であるかないか
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附 則

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の製菓衛生師法施行細則様式第２号の規定による申請書は、改正後の製菓衛生師法施行細

則様式第２号の規定による申請書とみなす。

�愛媛県規則第１３号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成１７年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（特定開発行為許可標識の設置）

第２条 法第１０条第１項の許可を受けた者（以下「許可を受けた

者」という。）は、当該許可に係る対策工事等（法第１２条に規定

する対策工事等をいう。以下同じ。）の期間中、当該特定開発行

（身分証明書）

第２条 法第５条第５項（法第２２条第２項及び第３０条第２項におい

て準用する場合を含む。）の身分を示す証明書は、身分証明書

（様式第１号）によるものとする。

（特定開発行為許可標識の設置）

第３条 法第１０条第１項の許可を受けた者（以下「許可を受けた

者」という。）は、当該許可に係る対策工事等（法第１２条に規定

する対策工事等をいう。以下同じ。）の期間中、当該特定開発行

２ 省略

に関する医師の診断書

３ 省略

省略 省略

様式第４号（第７条関係）

製 菓 衛 生 師 試 験 受 験 願 書

様式第４号（第７条関係）

製 菓 衛 生 師 試 験 受 験 願 書

省略 省略 省略 省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

職業能力開発促進法（昭

和４４年法律第６４号）第４４

条第１項の規定に基づく

菓子製造に係る技能検定

の合格の有無

有（１級 ２級） 無
職業能力開発促進法（昭

和４４年法律第６４号）第４４

条第１項の規定に基づく

菓子製造に係る技能検定

の合格の有無

有（１級 ２級） 無
学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第５７条の規定

により高等学校の入学資

格を有する者に該当する

ことの有無

有 無

注 次に掲げる書類を添付してください。

� 次のいずれかに該当する旨を証する書類

ア 製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第５条第１号

の規定による指定を受けた製菓衛生師養成施設におい

て１年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修

得した者

イ 製菓衛生師法第５条第２号又は附則第２項に規定す

る期間菓子製造業に従事した者

� 省略

注 次に掲げる書類を添付してください。

� 製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第５条第１号若

しくは第２号又は附則第２項若しくは第３項に該当する

旨を証する書類

� 省略

改 正 後 改 正 前
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為をする土地の区域（以下「開発区域」という。）内の見やすい

場所に、特定開発行為許可標識（様式第１号）を設置しなければ

ならない。

（特定開発行為の変更の許可の申請）

第３条 法第１７条第２項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書

（様式第２号）によるものとする。

２ 省略

（変更の届出）

第４条 法第１７条第３項の届出は、軽微変更等届出書（様式第３

号）によるものとする。

２ 許可を受けた者は、氏名又は住所（法人にあっては、その名

称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）を変更したとき

は、１４日以内に、住所氏名等変更届出書（様式第４号）にその事

実を証する書類を添付して、知事に届け出なければならない。

（許可に基づく地位の承継）

第５条 省略

２ 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、当該

地位の承継があった日から１４日以内に、特定開発行為地位承継届

出書（様式第５号）に地位を承継した事実を証する書類を添付し

て、知事に届け出なければならない。

第６条 省略

第７条 省略

様式第１号を削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

為をする土地の区域（以下「開発区域」という。）内の見やすい

場所に、特定開発行為許可標識（様式第２号）を設置しなければ

ならない。

（特定開発行為の変更の許可の申請）

第４条 法第１７条第２項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書

（様式第３号）によるものとする。

２ 省略

（変更の届出）

第５条 法第１７条第３項の届出は、軽微変更等届出書（様式第４

号）によるものとする。

２ 許可を受けた者は、氏名又は住所（法人にあっては、その名

称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）を変更したとき

は、１４日以内に、住所氏名等変更届出書（様式第５号）にその事

実を証する書類を添付して、知事に届け出なければならない。

（許可に基づく地位の承継）

第６条 省略

２ 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、当該

地位の承継があった日から１４日以内に、特定開発行為地位承継届

出書（様式第６号）に地位を承継した事実を証する書類を添付し

て、知事に届け出なければならない。

第７条 省略

第８条 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 省略

様式第２号（第３条関係） 特定開発行為変更許可申請書

様式第２号（第３条関係） 省略

様式第３号（第４条関係） 特定開発行為変更許可申請書

省略
ふり がな

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略
ふり がな

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）印

省略 省略

注 次に掲げる書類を添付すること。ただし、既に提出されて

いる当該書類の内容に変更がないときは、その旨をこの申請

書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

� 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第７１号。以下

「省令」という。）第８条第２項の計画説明書及び計画図

� 省令第８条第５項の構造計算書

� 省令第１０条第１項の開発区域位置図及び開発区域区域図

様式第３号（第４条関係） 省略

様式第４号（第４条関係） 省略

様式第５号（第５条関係） 特定開発行為地位承継届出書

注１ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、既に提出され

ている当該書類の内容に変更がないときは、その旨をこの

申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができ

る。

� 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第７１号。

以下「省令」という。）第８条第２項の計画説明書及び

計画図

� 省令第８条第５項の構造計算書

� 省令第１０条第１項の開発区域位置図及び開発区域区域

図

様式第４号（第５条関係） 省略

様式第５号（第５条関係） 省略

様式第６号（第６条関係） 特定開発行為地位承継届出書

省略
ふり がな

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略
ふり がな

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）印

省略 省略

注 地位を承継した事実を証する書類を添付すること。 注１ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則（令和３年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県規則第１４号
建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

建築士法施行細則の一部を改正する規則

建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～� 省略

� 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律施行細則（平成１７年愛媛県規則第３４号）様式第３号及び様式

第６号

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

することができる。

２ 地位を承継した事実を証する書類を添付すること。

改 正 後 改 正 前

（登録事項）

第６条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

� 省略

� 氏名

	～
 省略

（名簿の閲覧）

第１２条の２ 省略

２ 県指定登録機関が法第１０条の２０第１項に規定する二級建築士等

登録事務（以下「二級建築士等登録事務」という。）を行う場合

においては、県指定登録機関は、二級建築士名簿及び木造建築士

名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧規程を定めてこれを公示し

なければ ならない。

（登録事項）

第６条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

� 省略

� 氏名、生年月日及び性別

	～
 省略

（名簿の閲覧）

第１２条の２ 省略

２ 県指定登録機関が法第１０条の２０第１項に規定する二級建築士等

登録事務（以下「二級建築士等登録事務」という。）を行う場合

においては、県指定登録機関は、二級建築士名簿及び木造建築士

名簿を一般の閲覧に供するため、二級建築士等登録簿閲覧所を設

けなければならない。

３ 県指定登録機関は、前項の規定により二級建築士等登録簿閲覧

所を設けたときは、当該二級建築士等登録簿閲覧所の閲覧規程を

定めるとともに、当該二級建築士等登録簿閲覧所の場所及び閲覧

規程を公示しなければならない。
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�愛媛県告示第２２６号
学校法人及び私立学校法第６４条第４項の法人の行うことができる収益事業の種類（平成２１年４月愛媛県告示第４９６号）の一部を次のように

改正し、令和７年４月１日から施行する。

この告示の施行の際現に収益事業の種類を寄附行為に記載している学校法人及び私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第１５２条第５項の法

人は、当該寄附行為に記載している収益事業を引き続き行う場合においては、この告示の規定にかかわらず、当該寄附行為を変更すること

を要しない。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第２２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２２８号
愛媛県産業廃棄物適正処理指導要綱（平成３年８月愛媛県告示第１２８８号）は、令和７年３月３１日限り廃止する。

改 正 後 改 正 前

１ 私立学校法第１９条第１項（同法第１５２条第６項において準用す

る場合を含む。）の規定により愛媛県知事の所轄に属する学校法

人 及 び 同 法 第１５２条 第５項 の 法 人（以 下「学 校 法 人 等」と い

う。）の行うことのできる収益事業（当該学校法人等の設置する

学校の教育の一環として又はこれに付随して行われる事業を除

く。以下「収益事業」という。）は、２に掲げるものであって、

次のいずれにも該当しないものでなければならない。

�～� 省略

２ 収益事業の種類は、統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９

項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定めるもののう

ち、次に掲げるものとする。

�～� 省略

３ 省略

１ 私立学校法第２６条第１項（同法第６４条第５項 において準用す

る場合を含む。）の規定により愛媛県知事の所轄に属する学校法

人 及 び 同 法 第６４条 第４項 の 法 人（以 下「学 校 法 人 等」と い

う。）の行うことのできる収益事業（当該学校法人等の設置する

学校の教育の一環として又はこれに付随して行われる事業を除

く。以下「収益事業」という。）は、２に掲げるものであって、

次のいずれにも該当しないものでなければならない。

�～� 省略

２ 収益事業の種類は、日本標準産業分類（平成２５年１０月総務省告

示第４０５号） に定めるもののう

ち、次に掲げるものとする。

�～� 省略

３ 省略

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社トラストバンク 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日

トヨタファイナンス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町６番１号 ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日

株式会社愛媛ジェーシービー 愛媛県松山市勝山町二丁目４番地７ ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日

株式会社ＤＧフィナンシャルテクノ
ロジー

東京都渋谷区恵比寿南３－５－７
デジタルゲートビル１０階

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日

株式会社アイモバイル 東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２０号関
電不動産渋谷ビル８階

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日

ＰａｙＰａｙ株式会社 東京都千代田区紀尾井町１－３ ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号
楽天クリムゾンハウス

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒１丁目８－１ ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月２８日
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�愛媛県告示第２２９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように休止した旨の届出があった。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２３４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支援事

業者）から居宅介護支援事業を次のように休止した旨の届出があった。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

竹 内 歯 科 医 院 今治市泉川町一丁目１番
７号 令和７年２月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

薬 寿 調 剤 薬 局 八幡浜市保内町川之石１
番耕地４２番１ 令和７年１月１１日

東 岡 整 形 外 科 伊予郡松前町恵�美６７０
番地１ 令和７年２月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

大 坪 小 児 科 四国中央市三島中央五丁
目１－２４ 令和６年１１月３０日

木 内 眼 科 医 院 四国中央市上分町３７６－
１４ 令和６年１２月４日

安 永 ク リ ニ ッ ク 西条市北条１６５１番地１ 令和７年１月１６日

す ぎ 山 ク リ ニ ッ ク 越智郡上島町弓削土生２０
８－１ 令和７年１月２１日

駅 前 タ ネ ダ 薬 局 四国中央市三島中央三丁
目６番４号 令和７年１月３１日

竹 内 歯 科 医 院 今治市泉川町１－１－７ 令和７年１月３１日

中 村 内 科 胃 腸 科 西条市丹原町丹原２１－６ 令和７年１月３１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡
西一丁目６番１号

ツクイ今治訪問看護ステーシ
ョン

今治市共栄町２－２－１しま
なみビルヂング６階 令和７年３月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人大志会 八幡浜市古町一丁目６番１２号 居宅支援センター矢野脳外科 八幡浜市古町一丁目６番１２号 令和７年３月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 東温地区
（東温市） 令和元年６月４日
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�愛媛県告示第２３５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

くろまぐろ（小型魚）に関する令和７管理年度（令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲

可能量を次のように定めた。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

くろまぐろ（大型魚）に関する令和７管理年度（令和７年４月１日

から令和８年３月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲

可能量を次のように定めた。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２３７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

するめいかに関する令和７管理年度（令和７年４月１日から令和８

年３月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次

のように定めた。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２３９号
愛媛県土木工事共通仕様書（平成１８年６月愛媛県告示第９８６号）

の一部を次のように改正し、令和７年４月１日から施行する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次のように」は、省略し、改正後の愛媛県土木工事共通仕様

書は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課及び土木部土木管理局土

木管理課並びに各地方局農林水産振興部農業振興課及び建設部管理

課並びに四国中央土木事務所用地管理課、今治土木事務所管理課、

�万高原土木事務所用地管理課、大洲土木事務所事業管理課、八幡

浜土木事務所管理課、西予土木事務所用地管理課及び愛南土木事務

所用地管理課に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画地区計画

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

農業用用排水施設整備事業 東温地区
（東温市） 令和６年１２月１９日

ため池等整備事業 東温地区
（東温市） 令和７年２月１４日

ため池等整備事業 山之内地区
（今治市） 令和６年１１月１２日

ため池等整備事業 本谷地区
（松山市） 令和７年２月２８日

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業 ４月から６月まで １５．０トン

７月から９月まで １．０トン

１０月から１２月まで １．０トン

１月から３月まで ３．０トン

総計 ２０．０トン

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県するめいか漁業 現 行 水 準

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県くろまぐろ（大型魚）漁業 １６．３トン

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社エフレジ 大阪府大阪市北区大深町４番２０号グ
ランフロント大阪タワーＡ

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県
条例第３号）別表５の表１の項、２
の項、６の項及び６の２の項に掲げ
る手数料

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日まで
令和７年３月１９日
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�愛媛県告示第２４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市松瀬川土地改良区から次のとおり役員が、退任した旨の届出

があった。

令和７年３月２８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

退 任

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第１４５９２号 令和２年
８月１７日 近藤建築 近藤喜代志 西条市朔日市７５３－６ 令和７年

２月１０日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－２）第１５７７８号 令和２年
７月１２日

ダイハツディーゼル四国
㈱ 北ノ原弘之 今治市近見町３－６－４２ 令和７年

２月１０日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－３）第１３４２４号 令和３年
６月１９日 ㈱挙栄 高橋 正樹 新居浜市多喜浜３－１４－

４１
令和７年
２月１７日 管工事業 建設業の廃止

（特－３）第１６８１０号 令和３年
７月２０日 ㈱クールデザイン 青木 清隆 西条市神拝甲５０９－７ 令和７年

２月１７日

左官工事業、鉄筋工事業
板金工事業、ガラス工事業
防水工事業、熱絶縁工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部）

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 大 石 正 志 東温市松瀬川２３５番地２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線 伊予市双海町串字本谷乙１８４５番４

旧 ９．６～１２．５ ０．０３７

新 ２１．５～３２．８ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線 伊予市双海町串字本谷乙１８４５番４ 令和７年３月２８日
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�愛媛県告示第２４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡�万高原町東川３９４１番２から

同町東川３９４１番２まで
令和７年３月２８日

県 道 落合�万線
上浮穴郡�万高原町前組１１１５番２から

同町前組１１１４番３まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猿鳴平城線

南宇和郡愛南町御荘平城４１５２番４から

同町御荘平城４１５２番４まで
旧 １０．０～１８．５ ０．１７０

南宇和郡愛南町御荘平城４１５２番４から

同町御荘平城４１５２番４まで
新 １０．０～１１．４ ０．１７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町御荘平城４１５２番４から

同町御荘平城４１５２番４まで
令和７年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号

上浮穴郡�万高原町東川３８４９番地先から

同町東川３８４８番１地先まで
旧 ４．６～１４．６ ０．０９８

上浮穴郡�万高原町東川３８４９番２から

同町東川３８４８番４まで
新 ５．１～２１．４ ０．０９８

県 道 美川川内線

上浮穴郡�万高原町仕出４４番１地先から

同町東川７２０７番地先まで
旧 ３．５～１０．２ ０．２１９

上浮穴郡�万高原町仕出４４番１地先から

同町東川７１９１番２まで
新 ４．５～３２．４ ０．２１９
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、本事業は、財源とする国庫負担金（動物用生物学的製剤の

購入費）が決定されることを条件とした入札であり、事業が行われ

ない場合があることを了承すること。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

豚熱生ワクチン（シード）の単価契約

� 購入物品名及び数量

豚熱生ワクチン（シード）

豚熱生ワクチン（シード）５０ドーズ 見込本数８，８２０本

豚熱生ワクチン（シード）２０ドーズ 見込本数１，８１０本

� 購入物品の内容等

入札説明書等による

� 納入期間

令和７年５月１３日～令和８年３月３１日まで

納入スケジュールについては、入札説明書等による

� 納入場所

入札説明書等による

� 入札方法

ア 契約方法は一般競争入札による複数単価契約とし、品目ご

とに単価契約を行うものとする。落札決定に当たっては、品

目ごとの単価に購入予定数量を乗じ、それらを合算した総価

を用いるので、入札書には「品目ごとの単価×購入予定数量

の合計額」を記載すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

�愛媛県告示第２５０号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 論田袋口線
喜多郡内子町立山１９８６番から

同町立山２０５９番２まで
令和７年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号

西予市野村町野村１４号４１番４から

同町野村１号１９番地先まで
旧 １０．２～１６．７ ０．１３８

西予市野村町野村１４号３９番から

同町野村１号１９番地先まで
新 １１．８～４５．７ ０．１３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１４号３９番から

同町野村１号１９番地先まで
令和７年３月２８日

〃 〃
西予市野村町野村１０号２３８番２から

同町野村１０号４１０番２まで
〃
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教育委員会規則

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる者である

こと。

� 愛媛県内に事業所を有すること。

� 動物用医薬品販売業の許可を受けていること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県農林水産部農業振興局畜産課家畜衛生係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２５８０

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページでのダウンロ
ード

� 開札の日時及び場所

令和７年５月１３日（火）午前１０時３０分

愛媛県庁第一別館７階 農林水産部会議室（都合により変更

する場合有り。）

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和７年５月８日（木）午後４時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

※電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メール

アドレス確認書」を�の提出期限までに提出しなければ
ならない。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

ア この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札

者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

イ 落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上あると

きは、直ちにくじで落札者を決定する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

CSF live vaccine

・５０ dose―approx．８，２２０ pcs

・２０ dose―approx．１，８１０ pcs

� Time limit of tender：４：００ p．m．，May８，２０２５

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Livestock Division，

Agriculture，Forestry and Fisheries Department Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２５８０

�愛媛県教育委員会規則第１号
愛媛県教育委員会事務局職員等の勤務時間の割振り等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 	 岡 哲 也

愛媛県教育委員会事務局職員等の勤務時間の割振り等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県教育委員会事務局職員等の勤務時間の割振り等に関する規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（目的）

第１条 この規則は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「条例」という。）第１１

条第３項本文、第４項 及び第１３条第１項の規定並びに職

員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（昭和２６年愛媛県人

事委員会規則１２―１）に基づき、職員の勤務時間の割振り等に関

（目的）

第１条 この規則は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「条例」という。）第１１

条第３項本文、第４項、第５項及び第１３条第１項の規定並びに職

員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（昭和２６年愛媛県人

事委員会規則１２―１）に基づき、職員の勤務時間の割振り等に関

改 正 後 改 正 前
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し規定することを目的とする。

（勤務時間等）

第３条 省略

２・３ 省略

４ 条例第１１条第４項の規定による勤務時間を割り振らない日の設

定及び勤務時間の割振り

は、職員の申告を考慮し所属長が定め

る。

第４条 条例第１１条第４項本文 の規定により勤務時間を

割り振られる職員に共通する勤務時間は、月曜日から金曜日まで

の午前１０時を始期とする連続する３時間（次項及び第３項に規定

する休憩時間を除く。）とする。

２ 条例第１１条第４項本文 の規定により勤務時間を割り

振られる職員（次項の適用を受ける職員を除く。）の休憩時間

は、１時間とする。

３ 条例第１１条第４項 の規定により勤務時間を割り振ら

れる学校栄養職員等の休憩時間については、教育職員勤務時間規

則第３条の規定を準用する。

４ 前３項に定めるもののほか、条例第１１条第４項 の規

定により申告する職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項

は、教育長が別に定める。

し規定することを目的とする。

（勤務時間等）

第３条 省略

２・３ 省略

４ 条例第１１条第４項の規定による

勤務時間の割振り並びに同条第５項の規定による週休日の

設定及び勤務時間の割振りは、職員の申告を考慮し所属長が定め

る。

第４条 条例第１１条第４項本文及び第５項の規定により勤務時間を

割り振られる職員に共通する勤務時間は、月曜日から金曜日まで

の午前１０時を始期とする連続する３時間（次項及び第３項に規定

する休憩時間を除く。）とする。

２ 条例第１１条第４項本文及び第５項の規定により勤務時間を割り

振られる職員（次項の適用を受ける職員を除く。）の休憩時間

は、１時間とする。

３ 条例第１１条第４項及び第５項の規定により勤務時間を割り振ら

れる学校栄養職員等の休憩時間については、教育職員勤務時間規

則第３条の規定を準用する。

４ 前３項に定めるもののほか、条例第１１条第４項及び第５項の規

定により申告する職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項

は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第２号
愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 � 岡 哲 也

愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県教育職員の免許に関する規則様式第７号の規定により提出されている書類は、改正後の愛媛県教

育職員の免許に関する規則様式第７号の規定により提出された書類とみなす。

�愛媛県教育委員会規則第３号
技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 � 岡 哲 也

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第７号（第６条－第１０条関係） 宣誓書

省略

注 教育職員免許法第５条第１項

第３号 拘禁刑以上の刑に処せられた者

第４号～第６号 省略

様式第７号（第６条－第１０条関係） 宣誓書

省略

注 教育職員免許法第５条第１項

第３号 禁錮 以上の刑に処せられた者

第４号～第６号 省略
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（休日）

第２条 職員の休日は、次に掲げる日（週休日（勤務時間を割り振

らない日（第１１条第４項及び同条第１０項において読み替えて準用

する同条第９項の規定によるものを除く。）をいう。以下同

じ。）に当たる日を除く。）とする。

� 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（第１１条第２項又は第３項の規定に基づき毎日曜日を週休

日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週

休日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日等（第１１条第２

項、第３項、第４項又は第９項 の規定により勤務時間

が割り振られた日をいう。以下同じ。）（当該勤務日等が次に

掲げる日のいずれかに当たるときは、当該勤務日等の直後の次

に掲げる日でない勤務日等）。ただし、職員の勤務時間の割振

りの事情により、所属長が他の日にすることについて教育委員

会の承認を得たときは、その日）

ア～エ 省略

� 省略

２ 省略

（子の看護等の際の休暇）

第９条の２ 子（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「勤務時間条例」という。）

第８条の２において子に含まれるものとされる者を含む。以下同

じ。）（別に定める子に限る。以下この条において同じ。）を養

育する職員が、負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話、

疾病 の予防を図るために必要なものとして別に定める当該子の

世話若しくは学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規

定による学校の休業その他これに準ずるものとして別に定める事

由に伴う当該子の世話を行うため、又は当該子の教育若しくは保

育に係る行事のうち別に定めるものへの参加をするため必要があ

ると所属長が認定したときは、１年を通じて５日（当該職員の養

育する子が２人以上の場合にあつては、１０日）以内の期間中は、

有給休暇とすることができる。

（勤務時間）

第１１条 省略

２・３ 省略

４ 所属長は、職員（別に定める職員を除く。以下この項において

同じ。）について、 職員の申告を考

慮して、第２項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間

を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振るこ

とが公務の運営に支障がないと認める場合には、第１項及び第２

項の規定にかかわらず、職員の申告を経て、４週間を超えない範

囲内で週を単位として定める期間（

以下この項及び次項において「単位

期間」という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が第

１項に規定する勤務時間となるように、第２項の規定による週休

日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当

該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が

育児短時間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割

り振るものとする。

５ 所属長は、勤務時間の割振り等（前項の規定による勤務時間を

（休日）

第２条 職員の休日は、次に掲げる日（週休日（勤務時間を割り振

らない日

をいう。以下同

じ。）に当たる日を除く。）とする。

� 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（第１１条第２項又は第３項の規定に基づき毎日曜日を週休

日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週

休日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日等（第１１条第２

項、第３項、第４項、第８項又は第１２項の規定により勤務時間

が割り振られた日をいう。以下同じ。）（当該勤務日等が次に

掲げる日のいずれかに当たるときは、当該勤務日等の直後の次

に掲げる日でない勤務日等）。ただし、職員の勤務時間の割振

りの事情により、所属長が他の日にすることについて教育委員

会の承認を得たときは、その日）

ア～エ 省略

� 省略

２ 省略

（子の看護 の際の休暇）

第９条の２ 子（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「勤務時間条例」という。）

第８条の２において子に含まれるものとされる者を含む。以下同

じ。）（別に定める子に限る。以下この条において同じ。）を養

育する職員が、負傷し 若しくは疾病にかかつた当該子の世話又

は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定める当該子の

世話を行う

必要があ

ると所属長が認定したときは、１年を通じて５日（当該職員の養

育する子が２人以上の場合にあつては、１０日）以内の期間中は、

有給休暇とすることができる。

（勤務時間）

第１１条 省略

２・３ 省略

４ 所属長は、職員（別に定める職員を除く。以下この項において

同じ。）について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考

慮して

当該職員の勤務時間を割り振るこ

とが公務の運営に支障がないと認める場合には、第１項及び第２

項の規定にかかわらず、職員の申告を経て、４週間（４週間では

適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合にあつては、

１週間、２週間又は３週間。以下この項及び次項において「単位

期間」という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が第

１項に規定する勤務時間となるように

当

該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が

育児短時間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割

り振るものとする。

５ 前項の規定による勤務時間の割振りは

改 正 後 改 正 前
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割り振らない日（以下「勤務時間を割り振らない日」という。）

の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下同じ。）を行う場合に

は、同項の職員の申告を考慮しつつ、次に掲げる基準に適合する

ように行わなければならない。この場合において、当該申告どお

りの勤務時間の割振り等を行うことにより公務の運営に支障が生

ずると認めるときは、別に定めるところにより、当該申告と異な

る勤務時間の割振り等を行うことができるものとする。

� 勤務時間を割り振らない日は、単位期間をその初日から１週

間ごとに区分した各期間（単位期間が１週間である場合にあつ

ては、単位期間）につき１日を限度とすること。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日その他別に定める日（以下「休日等」とい

う。）については、７時間４５分（定年前再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員の単位期

間ごとの期間における勤務時間を当該期間における第２項の規

定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項

において同じ。）とすること。

� 省略

� 省略

６ 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に７時

間４５分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る第４項の

規定による勤務時間の割振りについては、別に定めるところによ

り、前項第２号本文及び第３号に定める基準によらないことがで

きるものとする。

７ 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として別に定める場合

に係る第４項の規定による勤務時間の割振りについては、別に定

めるところにより、第５項第３号に定める基準によらないことが

できるものとする。

、次に掲げる基準に適合する

ものでなければ ならない。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日その他別に定める日（以下「休日等」とい

う。）については、７時間４５分（定年前再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員の単位期

間ごとの期間における勤務時間を当該期間における第２項の規

定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第

９項第２号において同じ。）とすること。

� 省略

� 省略

６ 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に７時

間４５分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る第４項の

規定による勤務時間の割振りについては、別に定めるところによ

り、前項第１号本文及び第２号に定める基準によらないことがで

きるものとする。

７ 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として別に定める場合

に係る第４項の規定による勤務時間の割振りについては、別に定

めるところにより、第５項第２号に定める基準によらないことが

できるものとする。

８ 所属長は、次に掲げる職員（別に定める職員及び育児短時間勤

務職員等を除く。以下この項において同じ。）について、週休日

並びに始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して、第２

項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当

該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認

める場合には、第１項及び第２項の規定にかかわらず、職員の申

告を経て、１週間、２週間、３週間又は４週間のうち職員が選択

する期間（次項において「単位期間」という。）ごとの期間につ

き第２項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、

及び当該期間につき１週間当たりの勤務時間が第１項に規定する

勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができ

る。

� 子（別に定める子に限る。）の養育又は負傷、疾病若しくは

身体上若しくは精神上の障害のため介護を必要とする者で別に

定めるもの（以下「要介護者」という。）の介護をする職員

� 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として別に

定めるもの

９ 前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる

基準に適合するものでなければならない。

� 第２項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期

間をその初日から１週間ごとに区分した各期間（単位期間が１

週間である場合にあつては、単位期間）ごとにつき１日を限度

とすること。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日等については、７時間４５分とすること。
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８ 前３項 に定めるもののほか、

第４項 の規定による勤務時間の割振り等については、

人事委員会規則第１１条の４から第１１条の７

までの例による。

９ 所属長は、第２項又は第３項 の規定による週休日にお

いて特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第２項、第

３項又は第４項 の規定により勤務時間が割り振られた日

（以下「勤務日」という。）のうち、当該勤務することを命ずる

必要がある日を起算日とする４週間前の日から当該勤務すること

を命ずる必要がある日を起算日とする８週間後の日までの期間内

にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務

時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は

当該期間内にある４時間の勤務時間のみが割り振られている日以

外の勤務日の始業の時刻から連続し、若しくは終業の時刻まで連

続する４時間（以下「４時間の勤務時間」という。）の勤務時間

を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当

該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

１０ 前項の規定は、職員に第４項の規定により勤務時間を割り振ら

ない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある

場合について準用する。この場合において、前項中「を週休日」

とあるのは、「を勤務時間を割り振らない日」と読み替えるもの

とする。

１１ 所属長は、週休日の振替等（次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。以下同じ。）

を行う場合

には、週休日の振替等 を行つた

後において、週休日又は勤務時間を割り振らない日が毎４週間に

つき４日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き２４日を

超えないようにしなければならない。

� 週休日の振替（第９項の規定に基づき勤務日を週休日に変更

して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務すること

を命ずる必要がある日に割り振ることをいう。）

� 勤務時間を割り振らない日の振替（前項において読み替えて

準用する第９項の規定に基づき勤務日を勤務時間を割り振らな

い日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。）

� ４時間の勤務時間の割振り変更（第９項の規定に基づき４時

間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時

間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時

間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割

り振ることをいう。）

１２ 所属長は、週休日の振替等 を

� 月曜日から金曜日までの午前１０時から午後２時までをこの項

の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とす

ること。

� 始業の時刻は午前７時以後に、終業の時刻は午後１０時以前に

設定すること。

１０ 第６項及び第７項の規定は、前項の規定による週休日及び勤務

時間の割振りについて準用する。この場合において、第６項中

「第４項」とあるのは「第８項」と、「前項第１号本文及び第２

号」とあるのは「第９項第２号本文及び第３号」と、第７項中

「第４項」とあるのは「第８項」と、「第５項第２号」とあるの

は「第９項第３号」と読み替えるものとする。

１１ 第５項から第７項まで、第９項及び前項に定めるもののほか、

第４項及び第８項の規定による勤務時間の割振り については、

人事委員会規則第１１条の４、第１１条の７及び第１１条の１０から第１１

条の１２までの例による。

１２ 所属長は、第２項、第３項又は第８項の規定による週休日にお

いて特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第２項、第

３項、第４項又は第８項の規定により勤務時間が割り振られた日

（以下「勤務日」という。）のうち、当該勤務することを命ずる

必要がある日を起算日とする４週間前の日から当該勤務すること

を命ずる必要がある日を起算日とする８週間後の日までの期間内

にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務

時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は

当該期間内にある４時間の勤務時間のみが割り振られている日以

外の勤務日の始業の時刻から連続し、若しくは終業の時刻まで連

続する４時間（以下「４時間の勤務時間」という。）の勤務時間

を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当

該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

１３ 前項の規定に基づく週休日の振替（以下「週休日の振替」とい

う。）又は同項の規定に基づく４時間の勤務時間の割振り変更

（以下「４時間の勤務時間の割振り変更」という。）を行う場合

には、週休日の振替又は４時間の勤務時間の割振り変更を行つた

後において、週休日 が毎４週間に

つき４日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き２４日を

超えないようにしなければならない。

１４ 所属長は、週休日の振替又は４時間の勤務時間の割振り変更を
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行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければ

ならない。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした

職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き、正規の勤務時間外の勤務（災害その他避けること

のできない事由に基づく臨時の勤務その他別に定める勤務を除

く。）をさせてはならない。

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、要介護者（負傷、疾病又は身体上若しくは精

神上の障害のため介護を必要とする者で別に定めるものをいう。

以下同じ。）を介護する職員について準用する。この場合におい

て、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」

とあるのは「要介護者（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の

障害のための介護を必要とする者で別に定めるものをいう。以下

同じ。）のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当

該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは

「公務の正常な運営を妨げる」と、第２項中「小学校就学の始期

に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親（勤務

時間条例第１２条第２項において親に含まれるものとされる者を含

む。以下同じ。）であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前

５時までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を

養育することができるものとして別に定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）」とあるのは「要介護者のある職員」

と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護

する」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校

就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者

のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護

者を介護する」と読み替えるものとする。

（要介護者の介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確

認等）

第１５条 所属長は、職員が当該所属長に対し、要介護者が当該職員

の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職

員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下

「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとと

もに、介護両立支援制度等の申告又は請求に係る当該職員の意向

を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

２ 所属長は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する

年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前

項に規定する事項を知らせなければならない。

（仕事と介護との両立のための勤務環境の整備に関する措置）

第１６条 所属長は、介護両立支援制度等に係る申告又は請求が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。

� 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

� 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

� その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措

置

第１７条 省略

第１８条 省略

行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければ

ならない。

（正規の勤務時間外勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 所属長は、３歳に満たない 子のある職員

が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした

職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き、正規の勤務時間外の勤務（災害その他避けること

のできない事由に基づく臨時の勤務その他別に定める勤務を除

く。）をさせてはならない。

２・３ 省略

４ 前３項の規定は、要介護者

を介護する職員について準用する。この場合におい

て、第１項中「３歳に満たない 子のある職員」

とあるのは「要介護者

のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当

該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは

「公務の正常な運営を妨げる」と、第２項中「小学校就学の始期

に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親（勤務

時間条例第１２条第２項において親に含まれるものとされる者を含

む。以下同じ。）であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前

５時までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を

養育することができるものとして別に定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）」とあるのは「要介護者のある職員」

と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護

する」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校

就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者

のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護

者を介護する」と読み替えるものとする。

第１５条 省略

第１６条 省略
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附 則

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

２ この規則の施行の日以後において改正後の技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則第１２条第１項の規定による正規の

勤務時間外の勤務の制限に関する制度を利用するため、同項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子の養育に係

る請求に限る。）をしようとする職員（技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則第１条に規定する職員をいう。）は、

この規則の施行の日前においても、当該請求をすることができる。

�愛媛県教育委員会規則第４号
職員の旅費支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 � 岡 哲 也

職員の旅費支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の旅費支給等に関する規則（昭和３２年愛媛県教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職務の級）

第２条 条例第２条第２項に規定する「これに相当する職務」を定

める場合には、次の基準によるものとする。

� 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）

第４条に規定する給料表及び職員の給与に関する条例（昭和２６

年愛媛県条例第５７号）第３条第１項第４号ロに規定する給料表

の適用を受ける者の同項第１号に規定する給料表（以下「行政

職給料表」という。）に相当する職務の級は、次の表に掲げる

とおりとする。

（職務の級）

第２条 条例第２条第２項に規定する「これに相当する職務」を定

める場合には、次の基準によるものとする。

� 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）

第４条に規定する給料表及び職員の給与に関する条例（昭和２６

年愛媛県条例第５７号）第３条第１項第４号ロに規定する給料表

の適用を受ける者の同項第１号に規定する給料表（以下「行政

職給料表」という。）に相当する職務の級は、次の表に掲げる

とおりとする。

行政職

給料表

の職務

の級

中学校・小学校

教育職員給料表

の職務の級

高等学校等教育

職員給料表の職

務の級

医 療 職 給 料 表

（二）の職務の

級

行政職

給料表

の職務

の級

中学校・小学校

教育職員給料表

の職務の級

高等学校等教育

職員給料表の職

務の級

医 療 職 給 料 表

（二）の職務の

級

８級 ３級２９号給以上

及び定年前再任

用短時間勤務教

育職員４級

８級 ３級４５号給以上

及び定年前再任

用短時間勤務教

育職員４級７級 ７級

６級

３級４１号給以上

及び定年前再任

用短時間勤務教

育職員４級

３級１号給から

２８号給まで及び

定年前再任用短

時間勤務教育職

員３級

省略 ６級

３級５３号給以上

及び定年前再任

用短時間勤務教

育職員４級

３級１号給から

４４号給まで及び

定年前再任用短

時間勤務教育職

員３級

省略

５級
３級１号給から

４０号給まで及び

定年前再任用短

時間勤務教育職

員３級

省略

５級
３級１号給から

５２号給まで及び

定年前再任用短

時間勤務教育職

員３級

省略

４級 ４級

３級

特２級１２号給以

上及び２級６５号

給以上

特２級１２号給以

上及び２級５３号

給以上

省略

３級

特２級２４号給以

上及び２級６５号

給以上

特２級２４号給以

上及び２級５３号

給以上

省略

省略 省略
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教育委員会訓令

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教育委員会公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 � 岡 哲 也

愛媛県教育委員会公印規程の一部を改正する訓令

愛媛県教育委員会公印規程（昭和３６年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２級

特２級１号給か

ら１１号給まで、

２級４９号給から

６４号給まで並び

に定年前再任用

短時間勤務教育

職員特２級及び

２級

特２級１号給か

ら１１号給まで、

２級３７号給から

５２号給まで並び

に定年前再任用

短時間勤務教育

職員特２級及び

２級

省略 ２級

特２級１号給か

ら２３号給まで、

２級４９号給から

６４号給まで並び

に定年前再任用

短時間勤務教育

職員特２級及び

２級

特２級１号給か

ら２３号給まで、

２級３７号給から

５２号給まで並び

に定年前再任用

短時間勤務教育

職員特２級及び

２級

省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

� 省略 � 省略

改 正 後 改 正 前

様式第５号（第１０条関係） 公印使用簿

省略

様式第５号（第１０条関係）

省略

公 印

管守者

月

日

使用目的

又は件名

押印

数

印

種

発送

先
押印者

公 印

管守者印

月

日

使用目的

又は件名

押印

数

印

種

発送

先

使用課

（室）

使用責任者

氏 名

�������������������������������

�������������������������������
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公安委員会告示

選挙管理委員会告示

�愛媛県公安委員会告示第１号
指定講習機関に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第１号）

第１４条第１項の規定により、次の指定講習機関から特定講習の廃止

の許可の申請があり、これを許可したので、同条第２項の規定に基

づき、次のとおり公示する。

令和７年３月２８日

愛媛県公安委員会委員長 佐 伯 鈴 乃

附 則

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２３号
政治資金規正法に基づく文書の公開に関する規程（平成８年９月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一部を次のように改正し、令和７

年４月１日から施行する。

令和７年３月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

指 定 講 習 機 関 の 名 称 、
所在地 及 び 代 表 者 の 氏 名

廃 止 す る

特定講習の種別
廃止年月日

第一自動車教習所
松山市朝生田町四丁目４番３２号
和泉 由紀夫

取消処分者講習 令和７年３月３１日

改 正 後 改 正 前

様式第４号（第２条関係） 少額領収書等の写しの開示決定通知書

その１

様式第４号（第２条関係） 少額領収書等の写しの開示決定通知書

その１

少額領収書等の写しの開示決定通知書（全部開示）

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

少額領収書等の写しの開示決定通知書（全部開示）

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

省略 省略

求めることができ

る開示の実施の方

法並びに開示の実

施に係る手数料の

額及び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

求めることができ

る開示の実施の方

法並びに開示の実

施に係る手数料の

額及び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

ア 閲覧 無料 ア 閲覧 無料

イ 紙 １０円× 枚 イ 紙 １０円× 枚

ウ ＣＤ－Ｒ ６０円＋１０円× 枚 ウ ＣＤ－Ｒ ４０円＋１０円× 枚

エ ＤＶＤ－Ｒ ７０円＋１０円× 枚 エ ＤＶＤ－Ｒ ５０円＋１０円× 枚

計（①） 計（①）

� 送付に要する費用

（②）

� 送付に要する費用

（②）

� 合計（①＋②） � 合計（①＋②）

省略 省略

その２ その２



愛 媛 県 報令和７年３月２８日 第５９６号

２３３

少額領収書等の写しの開示決定通知書（部分開示）

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

少額領収書等の写しの開示決定通知書（部分開示）

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

省略 省略

求めることができ

る開示の実施の方

法並びに開示の実

施に係る手数料の

額及び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

求めることができ

る開示の実施の方

法並びに開示の実

施に係る手数料の

額及び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

ア 閲覧 無料 ア 閲覧 無料

イ 紙 １０円× 枚 イ 紙 １０円× 枚

ウ ＣＤ－Ｒ ６０円＋１０円× 枚 ウ ＣＤ－Ｒ ４０円＋１０円× 枚

エ ＤＶＤ－Ｒ ７０円＋１０円× 枚 エ ＤＶＤ－Ｒ ５０円＋１０円× 枚

計（①） 計（①）

� 送付に要する費用

（②）

� 送付に要する費用

（②）

� 合計（①＋②） � 合計（①＋②）

省略 省略

様式第５号（第２条、様式第４号関係） 少額領収書等の写しの開

示の実施方法等申出書

様式第５号（第２条、様式第４号関係） 少額領収書等の写しの開

示の実施方法等申出書

少額領収書等の写しの開示の実施方法等申出書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

開示申出者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の

所在地）

郵便番号

電話番号

連絡先（連絡先が上記開示申出者以外の場合は、連絡先の住所、

氏名及び電話番号）

少額領収書等の写しの開示の実施方法等申出書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

開示申出者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の

所在地）

郵便番号

電話番号

連絡先（連絡先が上記開示申出者以外の場合は、連絡先の住所、

氏名及び電話番号）

省略 省略

開示の実施に

係る手数料

の額及び送付

に要する費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

開示の実施に

係る手数料

の額及び送付

に要する費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

ア 閲覧 無料 ア 閲覧 無料

イ 紙 １０円× 枚 イ 紙 １０円× 枚

ウ ＣＤ－Ｒ ６０円＋１０円× 枚 ウ ＣＤ－Ｒ ４０円＋１０円× 枚

エ ＤＶＤ－Ｒ ７０円＋１０円× 枚 エ ＤＶＤ－Ｒ ５０円＋１０円× 枚

計（①） 計（①）

� 送付に要する費用

（②）

� 送付に要する費用

（②）

� 合計（①＋②） � 合計（①＋②）

省略 省略

様式第６号（第２条関係） 少額領収書等の写しの更に開示を受け

る旨の申出書

様式第６号（第２条関係） 少額領収書等の写しの更に開示を受け

る旨の申出書

少額領収書等の写しの更に開示を受ける旨の申出書

年 月 日

少額領収書等の写しの更に開示を受ける旨の申出書

年 月 日
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愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

開示申出者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の

所在地）

郵便番号

電話番号

連絡先（連絡先が上記開示申出者以外の場合は、連絡先の住所、

氏名及び電話番号）

政治資金規正法施行令（昭和５０年政令第２７７号）第１１条第３項の規定に基

づき、次のとおり申し出ます。

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

開示申出者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の

所在地）

郵便番号

電話番号

連絡先（連絡先が上記開示申出者以外の場合は、連絡先の住所、

氏名及び電話番号）

政治資金規正法施行令（昭和５０年政令第２７７号）第１１条第３項の規定に基

づき、次のとおり申し出ます。

省略 省略

開示の実施に

係る手数料

の額及び送付

に要する費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

開示の実施に

係る手数料

の額及び送付

に要する費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金 額（円）

ア 閲覧 無料 ア 閲覧 無料

イ 紙 １０円× 枚 イ 紙 １０円× 枚

ウ ＣＤ－Ｒ ６０円＋１０円× 枚 ウ ＣＤ－Ｒ ４０円＋１０円× 枚

エ ＤＶＤ－Ｒ ７０円＋１０円× 枚 エ ＤＶＤ－Ｒ ５０円＋１０円× 枚

計（①） 計（①）

� 送付に要する費用

（②）

� 送付に要する費用

（②）

� 合計（①＋②） � 合計（①＋②）

省略 省略

様式第１３号（第７条関係） 収支報告閲覧対象文書写しの交付請求

書

様式第１３号（第７条関係） 収支報告閲覧対象文書写しの交付請求

書

収支報告閲覧対象文書写しの交付請求書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

交付請求者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業

所の所在地）

郵便番号

電話番号

収支報告閲覧対象文書写しの交付請求書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

交付請求者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業

所の所在地）

郵便番号

電話番号

省略 省略

交付手数料等

１ 交付手数料

交付手数料等

１ 交付手数料

交付の方法 計算方法等 金額（円） 交付の方法 計算方法等 金額（円）

� 紙 １０円× 枚 � 紙 １０円× 枚

� ＣＤ－Ｒ ６０円＋１０円× 枚 � ＣＤ－Ｒ ４０円＋１０円× 枚

� ＤＶＤ－Ｒ ７０円＋１０円× 枚 � ＤＶＤ－Ｒ ５０円＋１０円× 枚

計（①） 計（①）

２ 送付に要する費用

（②）

□郵便切手

□現金

２ 送付に要する費用

（②）

□郵便切手

□現金

３ 合計（①＋②） ３ 合計（①＋②）



愛 媛 県 報令和７年３月２８日 第５９６号

２３５

県議会告示

公営企業管理規程

�愛媛県議会告示第５号
愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年３月愛媛県議会告示第２号）の一部を改正する告示を次のように

改正し、令和７年４月１日から施行する。

令和７年３月２８日

愛媛県議会議長 福 羅 浩 一

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県公営企業管理規程第２号
愛媛県企業職員の給与に関する規程及び特定任期付企業職員の給与に関する管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

愛媛県企業職員の給与に関する規程及び特定任期付企業職員の給与に関する管理規程の一部を改正する管理規程

（愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第１条 愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第５条の４ 省略

（在宅勤務等手当）

第５条の５ 在宅勤務等手当の支給を受ける職員が勤務をする住居

に準ずる場所は、次に掲げる場所とする。

第５条の４ 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（個人の権利利益を害するおそれが大きいもの）

第５条 省略

２ 議長は、条例第１１条本文の規定による通知をする場合には、前

項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やか

に、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、

次に掲げる事項を通知しなければならない。

�～� 省略

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 条例第１８条第２項第１号キの議長が定める個人情報ファイル

は、次に掲げる個人情報ファイルとする。

� 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人

事、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関する事項又は こ

れらに準ずる事項を記録するもの（アに掲げる者の採用又は選

定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。）

ア・イ 省略

� 省略

９ 省略

（開示決定等の際に通知すべき事項）

第１２条 省略

（個人の権利利益を害するおそれが大きいもの）

第５条 省略

２ 議長は、条例第１１条本文の規定による通知をする場合には、前

項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やか

に、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、

次に定める事項を通知しなければならない。

�～� 省略

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 条例第１８条第２項第１号キの議長が定める個人情報ファイル

は、次に掲げる個人情報ファイルとする。

� 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人

事、給与又は報酬、 福利厚生に関する事項その他こ

れらに準ずる事項を記録するもの（アに掲げる者の採用又は選

定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。）

ア・イ 省略

� 省略

９ 省略

（開示決定等の通知 ）

第１２条 省略

改 正 後 改 正 前
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� 職員の配偶者又は２親等内の親族の住居

� 宿泊施設の客室（職員が当該客室の利用に係る料金を負担す

る場合に限る。）

� 前２号に掲げる場所に準ずる場所として管理者が認めるもの

２ 正規の勤務時間から除かれる時間は、次に掲げる時間とする。

� 愛媛県企業職員就業規程第１２条の３第１項に規定する時間外

勤務代休時間又は愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例第１１条第１項に規定する休日等に割り振られた勤務時間

（いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。）

� 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤

務しないことにつき特に承認があつた時間

３ 在宅勤務等手当の支給の基準となる期間は、３箇月とする。

（特定任期付企業職員の給与に関する管理規程）

第２条 特定任期付企業職員の給与に関する管理規程（平成１５年愛媛県公営企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員被服貸与規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

任期付企業職員の給与に関する管理規程

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例

第１号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された同条例

第７条第１項に規定する企業職員に支給する給与に関しては、同項

に規定する特定任期付職員の例による。

特定任期付企業職員の給与に関する管理規程

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例

第１号）第９条に規定する特定任期付企業職員

に支給する給与に関しては、同条

例第７条第１項に規定する特定任期付職員の例による。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

貸 与 基 準

別表（第２条関係）

貸 与 基 準

貸与を受ける者 品 名 数量 着用期間 貸与期間 貸与を受ける者 品 名 数量 着用期間 貸与期間

省略 省略

管理事務所に勤

務する職員

省略 管理事務所に勤

務する職員

省略

作 業 衣

（夏）

３着 省略 作 業 衣

（夏）

２着 省略

作 業 ズ ボ ン

（夏）

３着 省略 作 業 ズ ボ ン

（夏）

２着 省略

空 調 服 １着 〃 ２年

省略 省略

ゴ ム 長 靴 １足 年間 １年 ゴ ム 長 靴 １足 年間 〃

安 全 靴 １足 〃 ３年 安 全 靴 １足 〃 〃

省略 省略

ヘ ル メ ッ ト 省略 ヘ ル メ ッ ト 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２８日 第５９６号

２３７

��������������

附 則

この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和７年３月２８日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

作 業 帽 １個 〃 ２年

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

診断書

料

省略
診断書

料

省略

死亡診断書 １部 ３，９６０円 死亡診断書 １部 ３，７４０円

省略 省略

省略 省略

不妊・

不育症

スクリ

ーニン

グ等検

査料

助産に係る資産の譲渡等

（消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）別表第２第８号に

規定するものをいう。以下

同じ。）に該当するものに

係るもの

１回

検 査 の 委

託 に 要 す

る 額（１０

円 未 満 切

捨て）
不妊・

不育症

スクリ

ーニン

グ検査

料

１回

検 査 の 委

託 に 要 す

る 額 に１００

分 の１１０を

乗 じ て 得

た 額（１０

円 未 満 切

捨て）
上記以外のもの １回

検 査 の 委

託 に 要 す

る 額 に１００

分 の１１０を

乗 じ て 得

た 額（１０

円 未 満 切

捨て）

省略 省略

べん

分娩介

助料

診療日の午前８時３０分以降

午 後５時１５分 以 前（以 下

「診療時間」という。）に
べん

分娩した場合

１件 ２３０，０００円
べん

分娩介

助料

診療日の午前８時３０分以降

午 後５時１５分 以 前（以 下

「診療時間」という。）に
べん

分娩した場合

１件 ２０１，０００円

べん

診療時間外に分娩した場合 １件 ２６２，５００円
べん

診療時間外に分娩した場合 １件 ２２６，０００円

省略 省略

人工妊

娠中絶

料

省略 省略 人工妊

娠中絶

料

省略 省略

妊娠満１２週以上満１６週未満 １件 １３０，９００円 妊娠満１２週以上満１６週未満 １件 １１４，４００円

妊娠満１６週以上満２２週未満 １件 １３５，３００円 妊娠満１６週以上満２２週未満 １件 １１８，８００円

省略 省略

妊産婦

助産に係る資産の譲渡等 省略

妊産婦

助産に係る資産の譲渡等

（消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）別表第２第８号に

省略
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定期診

察料
に該当するものに

係るもの

定期診

察料
規定するものをいう。以下

同じ。）に該当するものに

係るもの

省略 省略

省略 省略

新生児

健診料

日齢１ １回 ３，７００円 新生児

健診料

日齢１ １回 ３，６００円

省略 省略

省略 省略

新生児

介補料

助産に係る資産の譲渡等に

該当するものに係るもの
１日 ８，５００円 新生児

介補料

助産に係る資産の譲渡等に

該当するものに係るもの
１日 ７，９００円

上記以外のもの １日 ９，３５０円 上記以外のもの １日 ８，６９０円

衣服等

貸与料

助産に係る

資産の譲渡

等に該当す

るものに係

るもの

省略

衣服等

貸与料

助産に係る

資産の譲渡

等に該当す

るものに係

るもの

省略

肌着 １日 １５０円 肌着 １日 １１０円

上記以外の

もの

省略 上記以外の

もの

省略

肌着 １日 １６０円 肌着 １日 １２０円

省略 省略

乳房マ

ッサー

ジ料

１回 ２，５００円

乳房マ

ッサー

ジ料

１回 ２，４００円

施術料

初検料

１術（はり又は

きゆうを施術し

た場合をいう。

以下同じ。）

１回 ３，５２０円

施術料

初検料 １回 ３，３００円
２術（はり及び

きゆうを施術し

た場合をいう。

以下同じ。）

１回 ３，７４０円

１術
１回 ４，０７０円

１術（はり又はきゆうを施

術した場合）
１回 ３，９６０円

２術
１回 ４，６２０円

２術（はり及びきゆうを施

術した場合）
１回 ４，５１０円

施きゆ

う指導

料

１回 １，５４０円

施きゆ

う指導

料

１回 １，２１０円

巻 爪

（陥入

爪）矯

正料

初診 １回 ５，４００円 巻 爪

（陥入

爪）矯

正料

初診 １回 ５，３６０円

再診 １回 ３，０３０円 再診 １回 ３，０１０円

省略 省略

病衣貸

出料
１日 １２０円

病衣貸

出料
１日 ６０円

省略 省略

食事提

供料

入院中の患者以外の患者及

び入院中の患者の付添人に

対して、人工透析実施時間
１食 ６９０円

食事提

供料

入院中の患者以外の患者及

び入院中の患者の付添人に

対して、人工透析実施時間
１食 ６６０円
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附 則

（施行期日）

１ この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第４の改正規定は、同月７日から施行する。

（経過措置）

中等に食事を提供した場合 中等に食事を提供した場合

省略 省略

注 省略

別表第２（第２条関係）

注 省略

別表第２（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 名 称 区 分 単位 金 額

省略 省略

歯科
てつ

補綴

に係

る料

金

省略 歯科
てつ

補綴

に係

る料

金

省略

前装冠料 省略 前装冠料 省略

陶歯前

装冠

白金加金 １歯 ８０，３９０円 陶歯前

装冠

白金加金 １歯 ７９，９４０円

金合金 １歯 ７９，９７０円 金合金 １歯 ７９，３７０円

省略 省略

省略 省略

橋体料 省略 橋体料 省略

臼歯部 省略 臼歯部 省略

陶歯・

陶材

白金加金 １歯 ７９，８６０円 陶歯・

陶材

白金加金 １歯 ７９，３４０円

省略 省略

省略 省略

ミーリン

グ装置料

省略 ミーリン

グ装置料

省略

支台歯バー・ダミー １歯 ８７，２００円 支台歯バー・ダミー １歯 ８７，１９０円

省略 省略

マウスガ

ード料

１個 ５，５００円 マウスガ

ード料

１個 ５，２３０円

省略 省略

省略 省略

別表第４（第２条関係） 別表第４（第２条関係）

名称 病院名 区 分 金 額 備 考 名称 病院名 区 分 金 額 備 考

駐車

場使

用料

愛媛県

立中央

病院

愛媛県

立今治

病院

外来

患者

駐車時

間が６

時間以

内の場

合

１００円 愛媛県立今

治病院にあ

つては、無

料とする。

駐車

場使

用料

愛媛県

立中央

病院

愛媛県

立今治

病院

外来

患者

駐車時

間が２４

時間以

内の場

合

駐車時間６時間を

超える３０分までご

とに５０円の割合で

算出した額（この

額 が１，０００円 を 超

える場合にあつて

は、１，０００円）

駐車時間が

６時間以内

の使用は、

無 料 と す

る。

駐車時

間が６

時間を

超え２４

時間以

内の場

合

駐車時間６時間を

超える３０分までご

とに５０円の割合で

算出した額を１００

円に加えた額（こ

の 額 が１，０００円 を

超える場合にあつ

ては、１，０００円）

省略 省略

省略 省略

注 省略 注 省略
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第１４２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、次のとおり指示する。

令和７年３月２８日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１４３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）における宝石さんごの採捕について、次の

とおり指示する。

令和７年３月２８日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 定義

この指示において「宝石さんご」とは、アカサンゴ、モモイロ

サンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。

２ 採捕の制限

宇和海において、宝石さんごを採捕してはならない。ただし、

３に掲げる者が採捕する場合であって、愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けたときは、この限りで

ない。

３ 承認対象者

承認の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

� 試験研究の目的で宝石さんごを採捕しようとする者

� 宇和海において、令和６年度に宝石さんご漁業を営んでいる

者

� その他委員会が認めた者

４ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

５ 承認証の備え付けの義務

承認を受けた者は、宝石さんごを採捕しようとするときには、

承認証を対象漁船に備え付けなければならない。

６ 承認の制限、条件の変更又は採捕の停止

委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは、

承認を制限し、条件を変更し、又は採捕の停止を指示することが

できる。

７ 承認の取消

委員会は、承認を受けた者がこの指示の内容に違反したときは、

承認を取り消すことができる。

８ 意図しない混獲等による宝石さんごの所持又は販売の禁止

承認を受けないで採捕した宝石さんごの所持又は販売をしては

ならない。

９ 事務取扱要領

この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いに

ついては、委員会が別に定める。

１０ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１

日までとする。

２ 改正後の愛媛県立病院料金規程別表第１診断書料の項の規定は、この管理規程の施行の日以後の診断書の交付の申出に係る料金につい

て適用し、同日前の診断書の交付の申出に係る料金については、なお従前の例による。

３ 改正後の愛媛県立病院料金規程別表第４の規定は、令和７年４月７日以後に開始する駐車場の使用に係る駐車場使用料について適用し、

同日前に開始した駐車場の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

令和７年３月２８日 発行


